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役員給与の削減について

（単位：千円）

総 裁 ・ 副 総 裁 ・ 理 事 監 事

理 事 長 等 副理事長等

銀行等 １，３４６ １，２９７ １，１９６ ９２３

Ⅰ １，３４６ １，２２８ １，０３４ ８５２（国際協力銀行、日本

0.00% -5.33% -13.53% -7.71%政策投資銀行等）

-19.06% -17.37% 〃 〃

公庫 １，３４６ １，２７９ １，０５８ ９２３

Ⅱ 大規模公団等 １，２６８ １，０９０ ９４２ ８５２

-5.80% -14.81% -10.96% -7.71%（日本鉄道建設公団、

-17.99% 〃 〃 〃都市基盤整備公団等）

中規模公団 １，３３９ １，１９６ １，０２７ ８３１

Ⅲ １，１３０ １，０３４ ９２１ ７９０（緑資源公団）

大規模事業団 -15.63% -13.53% -10.29% -4.88%

〃 〃 〃 〃（環境事業団、労働福

祉事業団等）

中規模事業団 １，２２９ １，１００ ９５４ ８３１

Ⅳ １，０５６ ９７０ ８７３ ７９０（金属鉱業事業団等）

その他法人 -14.06% -11.81% -8.54% -4.88%

〃 〃 〃 〃（ ）国民生活センター等

その他法人 １，０５８ － ８８７ ８０６

Ⅴ （小規模） ９４２ ８２８ ７７４

-10.96% -6.67% -4.00%（公害健康被害補償予

〃 〃 〃防協会等）

注１）各欄の第１段は平成１４年３月時点の俸給月額、第２段は削減後の俸給月額の上限

額、第３段は平成１４年３月時点の俸給月額からの削減割合、第４段は平成１０年９

月２９日付け閣議決定「特殊法人の役員の給与について」による調整前の俸給月額か

らの削減割合を示す。

注２）平成１０年度以降に独自に役員給与の削減を行った法人にあっては、上記にかかわ

らず、当該削減前の役員俸給に上記の削減割合を適用して得られる額に引き下げるも

のとするなど、法人によっては必ずしも上記の分類に入っていないものがある。


